
これから認証工場を始めようとお考えの方へ
（電子制御装置整備のみ）

中国運輸局自動車技術安全部
〒７３０－８５４４

広島県広島市中区上八丁堀６番３０号

電話（０８２）２２８－９１４２

（ホームページはこちら）



１．認証制度について

自動車特定整備事業とは、自動車（検査対象外軽自動車及
び小型特殊自動車を除く。） の『特定整備』を行うことが
できる事業です。

自動車の特定整備には、自動車の構造、装置に関する高度
な知識並びに整備のための設備及び技術が必要です。
この特定整備によって自動車の安全が確保され環境保全が
保たれるものです。

自動車の特定整備を業とする者が、一定の基準に達するこ
とを制度的に確保する目的でこの自動車特定整備事業の認
証制度が設けられています。

このため自動車特定整備事業を経営するには、地方運輸局
長の認証を受ける必要があります。



２．特定整備について

自動車特定整備事業は、『特定整備が他人の需要に応ずる
と自己の必要のためにすることを問わず、有償無償に係わ
らず、自動車の特定整備を継続的に、また、反復的に行う
ものをいう。』と定義づけられています。

この『特定整備』とは、エンジンやブレーキなどを取り外
して行う「分解整備」と、自動ブレーキなどに使用される
カメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備を行う
「電子制御装置整備」をいいます。

特定整備の代表例
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１ ６ ７～ 分解整備 ８ 電子制御装置整備



３．認証基準の概要

自動車の特定整備事業を経営するには、自動車の特定整備の

種類及び特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の

を受けなければなりません。

なお、整備の種類や装置の種類ごとに申請することも可能です。

（１）原動機 （２）動力伝達装置 （３）走行装置
（４）操縦装置 （５）制動装置 （６）緩衝装置
（７）連結装置 （８）電子制御装置整備

（注）対象自動車が小四のみの場合は、小型自動車の認証として取扱われます。

◆ 対象とする自動車の種類及び範囲

特定整備事業の種類 対象自動車 整備できる範囲

普通自動車

普通
（大型）

普通自動車であって
・車両総重量８㌧以上の自動車
・最大積載量５㌧以上の自動車
・乗車定員３０人以上の自動車

普通
（中型）

普通自動車であって
・車両総重量８㌧未満の自動車
・最大積載量２㌧を超え５㌧未満の自動車
・乗車定員１１人以上３０人未満の自動車

大型特殊 ・大型特殊自動車

普通
（小型）

普通自動車であって
・最大積載量２㌧以下の自動車
・乗車定員１０人以下の自動車

普通
（乗用）

普通自動車であって
・乗車定員１０人以下の乗用車

小型 四輪 ・小型四輪自動車

小型自動車
小型 三輪 ・小型三輪自動車

小型 二輪 ・小型二輪自動車

軽自動車 ・軽自動車軽自動車

『認証』



４．認証の基準
主な基準としては、(１)人員 (２)工場面積 (３)作業機械等
(４)申請者が欠格条項に該当していない こととなっています。

（１）人員に関する基準

◆ 整備主任者の届出

◆ 従業員の確保

◆ 整備士の保有数

［ポイント］

自動車特定整備に従事する人数を４で除して得た数（１未満の端数があれば、
これを１とする。）以上であることが必要となります。

（例）整備従事員５人÷４＝１．２５ 端数繰上げで整備士が２人必要です。

自動車特定整備に従事する人
（整備主任者を含む）

整備士保有数

２人 ～ ４人 整備士１人以上

５人 ～ ８人 整備士２人以上

９人 ～ １２人 整備士３人以上

特定整備を行う事業場ごとに整備主任者を定め、届出する
ことが必要です。

整備主任者には、一級、二級、電気装置、車体のいずれか
の自動車整備士資格が必要です。

また、電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者に選任
するには、運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主
任者等資格取得講習」を修了する必要があります。（一級
大型又は一級小型整備士は受講免除）

整備主任者を含め特定整備に従事する従業員が２人以上必
要です。

整備主任者を含めた特定整備に従事する人員のうち、次表
の区分に応じた整備士（一級、二級または三級整備士）を
保有していなければなりません。



（２）工場面積の基準

［ポイント］

◎屋内作業場の天井の高さは、作業等を行うのに十分な高さを有し

ていること。

◎作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

◎作業場及び車両置場は同一敷地内にあること。

［ポイント］

◎屋内作業場の間口、奥行きの寸法の取り方について

・次の事例１、２のように柱間の内寸により規定寸法が必要です。

・また、Ａ×Ｂ又はａ×ｂにより作業場を確保することが可能です。

［例１］ ［例２］

『電子制御装置点検整備作業場』及び『車両置場』が必要と
なります。

対象とする自動車及び装置の種類により各作業場等の寸法及
び面積が設定されています。【別表１参照】

屋内作業場を設置する際、次の事項について注意が必要です。

※電子制御装置整備の認証では、規定された基準を満たせば事業場
の所在地と離れた場所に『電子制御装置点検整備作業場』を設ける
ことや『他の事業者と共同使用』することも可能です。

詳細は、管轄する運輸支局へご相談ください。



（３）作業機械等に関する基準【別表２参照】

自動車メーカー等が作成する整備要領書には「水平」な場
所で作業を行うことが求められている場合が多いものの、
ほとんどの作業場では、完全に「水平」な作業場を有して
いないことから、水平を確認するために必要な機器として
水準器等の保有を義務づけています。

また、点検後に保安基準不適合又は保安基準不適合のおそ
れが確認された場合、少なくともOBD検査の対象となる装
置の故障を解消するために整備箇所を特定することが可能
な整備用スキャンツールが必要となります。なお、整備用
スキャンツールの性能及び機能については、技術要件を満
たす必要があります。

［ポイント］

◎電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の配置は同一敷地内に

あることが必要です。それぞれに入場する際に一般道路を一旦通

行しなければならないような配置ではいけません。

一
般
道
路

同一敷地内
事 務 所

電子制御装置
点検整備作業場

車
両
置
場



［道路運送車両法第８０条第１項第２号］

（２）申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

イ １年以上の懲役又は禁錮の刑に処され、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

ロ 第９３条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受

け、その取消しの日から２年を経過しない者

（当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当

該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第１０３条第２項

の公示の日前６０日以内に当該法人の役員（いかなる名称によ

るかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するもの

を含む。二において同じ。）であった者で当該取消しの日から

２年を経過しないものを含む。）

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は

成年被後見人であって、その法定代理人がイ又はロのいずれか

に該当するもの

ニ 法人であって、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該

当する者があるもの

（４）申請者が適格か否か

申請者が次の事項に該当してはいけません。



５．認証の申請手順等

認証の申請書類は、管轄する運輸支局で受付します。

申請書類等の審査、現地審査の後、運輸局へ進達し、その

後、認証の決裁となります。

申請に関する流れは概ね次のとおりです。

申請に関する提出書類は次のとおりです。

①申請書等

・自動車特定整備事業の認証新規申請書 （第１号様式）

・整備主任者の届出届（第４号様式）

②添付資料等

・その他必要と認める書面

③確認書面

・事業場の建築物の確認済証（写し）等

・事業場の土地及び建物の登記簿謄本等

・申請者の商業登記簿謄本等（*注１）

・申請者の住民票（*注２）
（*注１）法人の場合のみ必要
（*注２）個人の場合のみ必要

申請者

申請書（３部）
①申請

運輸支局

受 付
書面審査

②現地審査②現地審査

③

④進達

運輸局

受 付
書面審査

⑤決裁

認 証 認証書交付 認証書
⑥交付



６．関係法令の遵守

土地・建物を自動車修理工場として使用する場合には、建

築基準法及び消防法その他関係法令により制限等の基準が

定められていますので注意が必要です。

最寄りの関係行政機関へ相談するなどして下さい。

関 係 法 令
道路運送車両法の他に

建築基準法 第６条等
建築主事の確認

消防法 第１７条等
消防の用に供する設備

その他 関係法令
・農地法 ・都市計画法 ・工場立地法
・騒音規制法 ・振動規制法 ・水質汚染防止法
・大気汚染防止法
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等



自動車特定整備事業に関する手続き一覧表

申請書は中国運輸局ホームページからダウンロードできます
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/jigyou.html

認証新規申請書（第１号様式） 変更(届出・申請)書（第２号様式）

整備主任者(選任・変更)届出書 役員の変更届出書

（EXCEL版） （PDF版） （EXCEL版） （PDF版）

（EXCEL版） （PDF版） （EXCEL版） （PDF版）



別表１

事業の
種類

特定整備の種類 電子制御装置
点検整備作業場の基準

（括弧内は屋内規模の基準）
車両置場の規模の基準

対象とする
自動車の種類

対象とする
装置の種類

間口 奥行 間口 奥行

普
通
自
動
車
特
定
整
備
事
業

普通(大)
普通自動車（車両総重量
が８トン以上のもの、最
大積載量が５トン以上の
もの又は乗車定員が30
人以上のものに限る。）

運行補助装置

5㍍以上
(5㍍以上)

16㍍以上
(7㍍以上)

3.5㍍以上 11㍍以上

自動運行装置

普通(中)
普通自動車（最大積載量
が２トンを超えるもの又
は乗車定員が11人以上
のものに限り、上欄に掲
げるものを除く。）

運行補助装置

3㍍以上
(3㍍以上)

13㍍以上
(7㍍以上)

3.5㍍以上 ８㍍以上

自動運行装置

普通(小)
普通自動車（貨物の運送
の用に供するもの又は散
水自動車、広告宣伝用自
動車、霊きゅう自動車そ
の他特種の用途に供する
ものに限り、上二欄に掲
げるものを除く。）

補助運行装置

2.5㍍以上
(2.5㍍以上)

7㍍以上
(3㍍以上)

３㍍以上 ６㍍以上

自動運行装置

普通(乗用)
普通自動車（上三欄に掲
げるものを除く。）

補助運行装置
2.5㍍以上
(2.5㍍以上)

6㍍以上
(3㍍以上)

３㍍以上 5.5㍍以上
自動運行装置

小型四輪
四輪の小型自動車

補助運行装置
2.5㍍以上
(2.5㍍以上)

6㍍以上
(3㍍以上)

３㍍以上 5.5㍍以上
小
型
自
動
車
特
定
整
備
事
業

自動運行装置

小型三輪
三輪の小型自動車

補助運行装置
2.5㍍以上
(2.5㍍以上)

6㍍以上
(3㍍以上)

３㍍以上 5.5㍍以上
自動運行装置

軽自動車
補助運行装置

２㍍以上
(２㍍以上)

5.5㍍以上
(４㍍以上)

2.5㍍以上 3.5㍍以上
軽
自
動
車

特
定
整
備

事
業 自動運行装置

※二以上の種類の特定整備を行う事業場の電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の規模は、
該当する特定整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。

【電子制御装置点検整備作業場の寸法の概略図：普通自動車（大型）の例】

７ｍ（屋内）

１６ｍ（奥行）

５ｍ（間口）

９ｍ（屋外でもよい）

屋内の寸法

電子制御装置点検
整備作業場の寸法



作 業 計 器 点検計器及び点検装置

①水準器 ①整備用スキャンツール
水平度が確認可能なもの

水平度が確認可能なもの。

（社）日本自動車機械器具工業会HPに掲
載されているもの。
https://www.jamta.com/scan-tool-list

別表2

MEMO



MEMO



お問い合わせ先 住 所 電 話 番 号

広島運輸支局
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町

４丁目１３－１３－２
082-233-9169

鳥取運輸支局
（本庁舎）

〒680-0006
鳥取県鳥取市丸山町２２４番地

0857-22-4110

島根運輸支局
〒690-0024
島根県松江市馬潟町４３番地３

0852-37-2138

岡山運輸支局
（本庁舎）

〒701-1133
岡山県岡山市北区富吉５３０１番５

086-286-8155

山口運輸支局
（本庁舎）

〒753-0812
山口県山口市宝町１番８号

083-922-5398

詳しい手続き方法等については、管轄の運輸支局までご相談ください。


